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　「社債等の振替に関する法律」に基づく振替口座簿への記載により、
国債、社債、株式等（注）の有価証券の保有や移転などが行われる。

有価証券の種類をまたがる統一的な証券決済法制

統一的な証券決済法制の必要性

民・商法上の契約に基づ
く国債証券の寄託及び帳
簿への記載並びに「国債
ニ関スル法律」に基づく
登録により、国債の保有
や移転などが行われる。

国債

「社債等登録法」に
基づく登録により、
社債の保有や移転
などが行われる。

社債

「株券等の保管及び振替
に関する法律」に基づく
株券の預託及び口座簿へ
の記載により、株式の保
有や移転などが行われる。

株式

有価証券の種類ごとに異なる証券決済法制

決済システム改革以前

決済システム改革後

現物証券の
引出し

可能

法律関係、手続が
異なる複雑な仕組み

現物証券の
引出し

不可能

－８－

（注）　今後、「社債等の振替に関する法律」を改正し、株式等を振替制度の対象とすることが予定されている。



わが国での法制化に向けた取組み 
 

 

21 世紀に向けた証券決済システム改革について 

―平成 12 年 6 月 16 日― 金融審議会第一部会 

証券決済システムの改革に関するワーキング・グループ 

 

３．証券決済システム改革の目標と改革に際して考慮すべき視点 

（１）証券決済システム改革の目標 

 証券決済システムは、証券市場を支える重要な基盤であり、その安全性、効率性及

び利便性の高さが、各国証券市場の競争力を左右する極めて重要な要素となっている。 

 したがって、証券決済に係るリスクとコストの低減を図り、使い勝手が良く、我が

国証券市場の国際競争力の強化に資する証券決済システムを構築することを、改革の

目標とすべきである。 

 特に、決済システムの安全性や信頼性は、証券市場の安定や投資者保護を図る観点

からも極めて重要であることから、改革に当たっては、決済リスクの低減の重要性に

ついて十分認識すべきである。そうした認識に立って、すべての種類の有価証券の取

引に係る決済についてＤＶＰの実現を図るとともに、決済期間を短縮化して取引日の

翌日における決済（Ｔ＋１）の実現を目指すべきである。 

 
 
経済構造の変革と創造のための行動計画（第３回フォローアップ） 

～新たな経済成長に向けての新行動計画～ 

―平成 12 年 12 月 1 日― 閣議決定 

 
Ⅱ．国際的に競争力を持った事業環境の整備 
１．産業基盤分野の市場再構築 
（４）金融分野 
コストを含めて国際的に競争力のある金融市場を再構築していくことを目標とし

て、次の措置を講ずる。その際には、外国からの参入を容易にするために、内外無差

別の原則を遵守することとし、また、金融機関の垣根をできるだけ廃止ないし低くし

ていく方向で検討を進めていくこととする。 
①ＣＰの無券面化 
企業にとって重要な資金調達手段であるＣＰのペーパーレス化のための法案を次

期通常国会に提出する。 
②各種有価証券の決済迅速化 
株式、社債等各種有価証券について、決済の迅速化（Ｔ＋１；翌日決済）の早期実

現を図るとともに、社債等登録法、株券等の保管及び振替に関する法律の見直し等統

一的なシステムでの決済を可能とするための法的整備を行う。 

－９－ 



規制緩和推進 3か年計画（改定） 

―平成 11 年 3 月 30 日― 閣議決定 

 

13．ＣＰのペーパーレス化 

 券面を必要としないＣＰの発行、移転、償還等の在り方について、実現するための

立法措置を含め、関係団体等の参加を得つつ、早期に検討を開始し、早期に結論を得

る。 

・平成 11 年度（検討結果取りまとめ） 

 

 

規制緩和推進 3か年計画（再改定） 

―平成 12 年 3 月 31 日― 閣議決定 

 

13．ＣＰのペーパーレス化 

 券面を必要としないＣＰの発行、移転、償還等の在り方について、関係団体等の参

加を得た検討結果も踏まえ、立法化作業に向けた作業を進める。 

・平成 11 年度（検討結果取りまとめ） 

・平成 12 年度（立法化作業） 

41．社債等登録制度 

 社債等登録制度の見直しについて、金融審議会等において引き続き検討を行い、結

論を得る。 

・平成 11 年度（検討） 

・平成 12 年度（結論） 

 

 

規制改革推進 3か年計画 
―平成 13 年 3 月 30 日― 閣議決定 

 

４．ＣＰのペーパーレス化 

 券面を必要としないＣＰの発行、移転、償還等の在り方について関係団体等の参加

を得た検討結果を踏まえ、ＣＰのペーパーレス化について必要な措置を講ずる。 

（第 151 回国会に関係法案提出予定） 

・平成 13 年度（法律案成立後公布） 

７．社債等登録制度 

 社債等について、その決済の迅速化及び確実化を実現するため、振替制度を創設す

る。 

（第 151 回国会に関係法案提出予定） 

・平成 13 年度（法律案成立後公布） 

－10－ 


